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昨年４月から、障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わりました。合わせて法定雇用率も変わり 

精神障害者の雇用は年々増えています。今年度の地域部会では、精神障害者を雇用するにあたって

の合理的配慮とは何か？具体的にどういった配慮をしていけばよいのか？等の内容についてお話い

ただきます。講演のあとはグループワークを行い、それぞれの事業所での具体的な取り組みや課題に

ついて情報を共有していきます。 

どうぞ多数ご参加いただきますようご案内申し上げます。 
 

 

 

【テーマ】   『精神障害者への合理的配慮について』 

 

医療法人悠仁会 北浜クリニック 院長  瀬浦 敏志 氏 

 
 

   

      日時 令和元年 11月 21日（木）午後３時～５時 

        場所 サンプラザ万助 （福知山市篠尾新町：JR福知山駅西北徒歩 10 分） 

  

  

日時 令和元年 11月 29日（金）午後３時～４時 45分 

        場所 からすま京都ホテル （下京区烏丸通四条下ル西側） 

◆交流会 午後４時４５分～６時００分 場所：同所 

 

 

◆主催：一般財団法人京都工場保健会衛生管理者会  ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｋｙｏｔｏｋｏｊｏｈｏｋｅｎｋａｉ．ｏｒ．ｊｐ 

（お問合せ） 公益事業推進室（TEL.075-823-0535） または 事業推進課（ＴＥＬ0774-48-1270） 

参加のお申し込みは必要事項をご記入の上、FAXをお送りください 

 

衛生管理者会地域部会 参加申込書         FAX  ０７５－８０２－０１２９ 

事 業 所 名 
 

 TEL 

 

住     所 

 

 

FAX 

 

参 加 者 名 
   

参加部会 

(○印) 

北部    中・南部 

11/21    11/29 

北部    中・南部 

11/21    11/29 
北部     中・南部 

11/21     11/29 
交流会（○印） 

中・南部のみ 

中・南部部会のみ開催 

参加  ・  不参加 
中・南部部会のみ開催 

参加  ・  不参加 
中・南部部会のみ開催 

参加  ・  不参加 
 

申込代表者 

メールアドレス 

 

                    ＠ 

※ ご記入頂いた情報は、この衛生管理者会地域部会の参加確認のみに利用いたします  


